
放課後等デイサービスガイドラインについて 

 
１．策定の経緯 

  ・平成 26 年 7 月 15 日 
国の「障害児支援のあり方に関する検討会報告書」にて、個々のサービスの質のさ

らなる確保のために、放課後等デイサービス等の障害児支援に関するガイドライン

の策定が提言される。 
・ 平成 27 年 4 月 1 日 

    厚生労働省が「放課後等デイサービスガイドライン」を定め、都道府県へ通知。 
 
２．特徴 

  ・指定基準の遵守に係る具体的な方法を提案 
  ・支援提供に際しての技術について助言 
    ・事業所における自己評価に活用 
 
３．構成 

  （１）総則（サービスの基本姿勢） 
  （２）設置者・管理者向けガイドライン 
  （３）児童発達支援管理責任者向けガイドライン 
  （４）従業者向けガイドライン 
 
４．上記3(2)～(4)の共通項目 

   ・子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 
   ・子どもと保護者に対する説明責任等 
   ・緊急時の対応と法令順守等 
 
５．県の取組み 

   ・27 年 4 月に県内市町村及び放課後等デイサービス事業所に活用について周知。 
   ・今後、サービスの新規指定の際に事業所にガイドラインを配付する。 
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